
 

 

 
電線類地中化事業に関する一考察 

 
                         ○足利工業大学大学院 学生員 高橋 卓也 
                          足利工業大学    正会員 中川 三朗 
１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    
近年､都市における景観への配慮から魅力的な

街路景観を演出している都市が増加してきている｡

街路景観を創り出す構成要素は様々であるが､街

路景観構成要素の 1 つである架空線･電柱は一般
に街路景観阻害要素であり､架空線･電柱の移設､

電線類地中化などの方法で整備されている｡ 
電線類地中化事業の事業対象地域条件は｢需要

の安定性｣･｢物理的に歩道に設置できる｣･｢景観保

持の重要性｣という 3 つの条件であるが､景観保持
の重要性という条件については明確な内容が定義

されていない｡ 
本研究では､電線類の地中化事業が進んでいる

欧米先進諸国における電線類地中化事業への取り

組み､我が国の街路景観における架空線･電柱への

評価および電線類地中化事業へ取り組みの歴史的

変遷より､電線類地中化事業の事業対象地域条件

である｢景観保持の重要性｣という条件について考

察する｡ 
２２２２    欧米先進諸国の電線類地中化事業への取り組欧米先進諸国の電線類地中化事業への取り組欧米先進諸国の電線類地中化事業への取り組欧米先進諸国の電線類地中化事業への取り組

みにみにみにみについてついてついてついて    
欧米先進諸国は早くから電線類の地中化に取り

組んでいる(図-1)｡電線類地中化事業を適用する観
点は我が国と似ている部分もあるが､景観的観点

においては欧米先進諸国と我が国では差異がある｡

欧米先進諸国では行政当局や地域住民に自分の住

んでいる街を美しくしたいという願望が強く１）､

架空線･電柱が住んでいる街の街路景観を阻害す

るという意識が強い｡そのため国に対する地中化

の要望が強く､自己負担でも架空線･電柱を地中化

したいという願望がある｡この意識の差が､我が国

と欧米先進諸国との地中化率の差の 1 要因ではな
いかと考えられる｡ 

３３３３    我が国の街路景観における架空線･電柱の評価我が国の街路景観における架空線･電柱の評価我が国の街路景観における架空線･電柱の評価我が国の街路景観における架空線･電柱の評価

および電線類地中化事業へ取り組みについておよび電線類地中化事業へ取り組みについておよび電線類地中化事業へ取り組みについておよび電線類地中化事業へ取り組みについて    
江戸から明治に変わり｢近代化｣という世の風潮

の中､街路景観に出現した架空線･電柱を人々の多

くが､‘文明開化のシンボル’２）として捉えていた

ことから､当時の架空線･電柱を我が国では｢街路

景観構成要素の象徴である要素｣､｢街路景観構成

要素の良い要素｣という認識で捉えていたと考え

られる｡ 
大正になり､著しい需要増加に伴い架空線の増

加により街路における架空線の輻輳状況が著しく

なっていったことから､電線類地中化事業が実施

されるようになった｡このことから､大正時代に入

り人々の架空線･電柱に対する景観認識が‘文明開

化のシンボル’から‘街路景観における問題要素’

として変化していったのではないのかと考えられ

る｡当時の地中化の主な目的は｢美観｣と｢防災｣の2
つであった｡ 
戦後の我が国の政策は｢戦災の早期復旧｣が最優

先課題であり､それは需要(電力､通信､etc)におい
ても例外ではなかった｡戦災の早期復旧の為､いか

に早く､安く整備を進めるかが課題となり､整備内

容に美観的要素が組み込まれている整備計画(地
中化､裏配線 etc)は時間がかかり､またコストもか
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図ー1　電線類（配電線）地中化率の都市別比較
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かるので却下された｡結果､電力線､通信線とも架

空線･電柱による供給であった｡だが当初の戦災復

興計画では電線類地中配線計画が作られていたこ

とから､全く初めから景観的配慮を考慮していな

い計画では無かったことが窺える｡ 
近年の我が国における電線類地中化事業の本格

的な取り組みは､昭和 61 年からであった｡電線類
地中化事業の目的は世の中の社会的安定から､安

全性や快適性が求められ｢安全で快適な歩行空間

の確保｣･｢都市災害の防止｣･｢都市景観の向上｣･

｢安定供給の向上｣という 4 つの目的であるが､主
な目的は｢安全で快適な歩行空間の確保｣･｢都市災

害の防止｣の 2つである。 
これに､対象地域条件である｢需要の安定性｣･

｢物理的に歩道に設置できる｣･｢景観保持の重要

性｣という 3 つの条件から電線類地中化事業実施
箇所は計画される｡しかし､実際には事業対象地域

条件の内容が明確に定義されているのは前の 2 つ
の条件であり､電線類地中化事業は､この 2 つの対
象地域条件に該当した箇所で実施され､現在に至

っている｡ 
４４４４    景観保持の重要性という条件の考察景観保持の重要性という条件の考察景観保持の重要性という条件の考察景観保持の重要性という条件の考察 
現在の電線類地中化事業おいて､｢都市景観の向

上｣という目的はあまり重視されていない｡なぜな

ら､｢都市景観の向上｣という目的は電線類地中化

事業を実施すれば必ず達成される目的であり､現

在の電線類地中化事業では主な目的ではなく付加

的目的でしかない｡それはまた､現代の人々が街路

景観における架空線･電柱に対し､架空線･電柱が

林立してもあまり気にはしなく､街路景観阻害要

素という認識があまり無い為だと考えられられる｡

そのため､事業対象地域条件である｢景観保持の重

要性｣という条件も､設定はされているが定義づけ

はされていない｡しかし､重要な条件であるのに変

わりはないと考えられる｡ 
今後の電線類地中化事業の方針について､様々

な都市形態が存在する中､電線類地中化事業の優

先実施箇所が一律であるのはおかしいと思われる｡

実際､現在の事業方針によって優先的に実施され

た箇所が､各都市において本当に最適な優先事業

実施箇所であったというのは疑問である｡ 
都市によっては､主な目的である｢安全で快適な

歩行空間の確保｣･｢都市災害の防止｣､また主な対

象地域条件である｢需要供給の安定性｣･｢物理的に

歩道に設置できる｣という条件に該当した箇所か

ら優先的に実施するより､むしろ蔑ろにされてい

る｢景観保持の重要性｣という条件から優先的に実

施した方が､電線類地中化事業におけるメリット

があると考えられる地域･地区が存在すると考え

られる｡ 
例えば､景観保存地域･地区に指定されている地

域･地区や､架空線･電柱によって著しく街路景観

を損ねている地域･地区が存在する都市において

は､従来の方針に適応している箇所で電線類地中

化事業を実施するより､より効果的な事業成果が

生まれると考えられる｡ 
こうした考え方がとり入れられる為にも｢景観

保持の重要性｣という条件の具体的内容を定義し

ていかなければならないと思われる｡ 
５５５５    おわりにおわりにおわりにおわりに 
本研究のまとめを以下に述べると 

・欧米先進諸国の電線類地中化事業の取り組みか

ら､欧米先進国においては架空線･電柱に対して景

観阻害要素としての意識が高いことが分かった｡ 
・我が国の街路景観における架空線･電柱の評価お

よび電線類地中化事業へ取り組みの歴史的変遷か

ら､電線類地中化事業の主な目的が､社会的背景に

より変わっていったことが分かった。 
・今後､｢都市景観の向上｣という目的を優先して電

線類地中化事業を実施できるよう､事業対象地域

条件である｢景観保持の重要性｣の具体的な定義が

必要である｡また､住民の街路景観における架空

線･電柱に対する意識､ならびに電線類地中化事業

に対する意識を明らかにする必要がある｡ 
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